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金 円

支払方法を毎月 日締め翌月 日払いと定めた債務者と第三債務者との間の

請負契約に基づき，債務者が第三債務者から平成 年 月

日から平成 年 月 日までの間に支払を受けるべき請負代金債権にして，

支払期の早いものから頭書金額に満つるまで。


